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２章 住宅・社会資本のストックマネジメントの現状と課題

内閣府の、わが国の社会資本に対する将来の維持更新費についての予想によれば、全体投資額

（新規投資額＋維持費*１＋更新費）に占める維持更新費（維持費*1＋更新費）の割合が、1995 年で約

16％であったのに対し、2015 年ではケース１*2 で約 67％、ケース２*3 で約 83％にものぼる。このことから、

今後、社会資本ストックの増加及び高齢化に伴う維持更新費の増加により、確実に新規建設に対する

投資を圧迫していく傾向がある。図２－０－１の費用は道路、下水道、都市公園、学校学術、治水、海

岸、漁業、工業用水道の社会資本の主要 8 部門である。

図２－０－１ 社会資本ストック全体の維持更新費の将来推計１)

本章では前章を受けて、住宅・社会資本の維持更新費及びストックマネジメントの現状を整理する。

２－１． 道路構造物のストックマネジメント

１）概 況

道路構造物のうち舗装は、路面状態に基づく維持管理指標の作成やマネジメントシステムの構築が

早い時期から行われて、取り組みが最も進んでいる分野のひとつである。

直轄国道を例にすると、2000 年の維持修繕費（橋梁補修、舗装補修、その他修繕及び維持の各経

費の合計）は約 7,000 億円であり、道路投資の全体金額（直轄道路事業費）に占める維持修繕費の割

合は、25%前後で推移している（図２－１－１ 、図２－１－２ ）。各経費の推移を見ると、図２－１－３

に示すように、橋梁の補修費の伸びが他の経費と比較して大きく、舗装の補修費は伸び悩んでいる。

*１: 維持費（維持修繕費）とは、剪定・障害物除去など維持業務に要する費用と損傷に伴う補修に要す

る費用を指している。

*2: 公的固定資本形成の実質額を 2003 年以降、横ばいとした場合

*3: 公的固定資本形成の自室額を 2003 年～2006 年の間、３％ずつ減少させ、2007 年以降は横ばいと

した場合
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図２－１－１ 直轄道路事業と維持修繕費
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図２－１－２ 直轄道路ストックと維持修繕費の推移
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図２－１－３ 直轄道路維持修繕費の推移

直轄道路ストックの物理的な量（道路延長及び道路面積）の推移と比較すると、維持修繕費は著しい

伸びを見せており、物理量あたりの維持修繕費はかなりの速度で上昇している。

２）舗 装

(1)維持補修費の現状

舗装ストックの物理量（延長及び面積）に対する補修費は、図２－１－４ より伸び率が近年になって

鈍化してきていることがわかる。
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図２－１－４ 舗装ストックと補修費の推移

(2)点検および健全性指標

道路管理の路面の点検については、一部区間のみであるが、路面性状調査車による定期的な舗装

診断が実施され始めている。路面性状調査では、ひびわれ、わだち掘れ、平坦性等が測定され、この

実施から MCI（Maintenance Control Index）が測定される。MCI とは、道路舗装（路面）の損傷評価とし

て建設省により開発された維持管理指数で、路面特性を表すひびわれ率（C(%)）、わだち掘れ（深

さ:D(mm)）、縦断凹凸（平坦性:σ(mm)）という 3 つの要因を組み合わせて舗装を評価する方法である。

その他、平坦性を表す指標として IRI（International Roughness Index）や RN（Ride Number）など国際的

に取り入れられている性能を表す指標がある。

出典：(財)道路保全技術センター

図２－１－５ 路面性状調査の状況 3)

(3)ストックマネジメントの取り組み状況

国土交通省道路局のマネジメントへの主な取り組みとしては、平成 14 年度「新たな道路行政マネジ

メント－道路構造物保全率（橋梁・舗装）」がある 5)。ここでは、アウトカム指標とした道路構造物保全率

（橋梁・舗装）を用いて目標値を設定している。舗装の道路構造物保全率については、平成 14 年度現

在で 91%であるが、維持管理が行われない場合、5 年間で保全率が約 37%（直轄総延長約 21、000km

のうち、およそ 8、000km）低下していくこととなるため、適切な維持修繕により、今後とも現状の水準を維

持することを目標としている。なお、舗装に関する道路構造物保全率は直轄国道のうち、路面のわだち

やひびわれによる振動や騒音が少なく、道路利用者が快適に感じる舗装の状態（MCI>4.0）の延長の
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割合としている。平成 15 年度は 93%と現状の水準を維持しており、平成 16 年度は中長期目標値である

91%の維持を目標とする。（国土交通省平成 15 年度達成度報告書／平成 16 年度業務計画書より）

また、三重県や大阪府等の地方自治体においてもマネジメントの取り組みが始められている。

(4)ストックマネジメント関連の技術開発および研究

舗装のストックマネジメント関連の技術開発および研究について、いくつかの例を紹介する。

� 道路利用者費用を含めた LCC 算出方法の提案、過去のデータを基にした標準的な劣化曲線の設

定などの研究が進められている。（国土交通省）

� 合理的かつ経済的な舗装の管理のために、補修工法やその時期、規模を最適化する PMS を開発し、

国土交通省直轄国道を管理する事務所において実用化を通して、システムの改良を行っている。

（北海道開発土木研究所）4)

� H10 年度から全国高速道路の高機能舗装化が進められており、これによる走行時の安全性・快適性

の向上、コストダウン（LCC）への効果が検証されつつある。高機能性舗装とは、排水機能や騒音低

減機能を有する高空隙の舗装体（一般には排水性舗装と呼ばれている）である。また、全国高速道

路の IRI を継続的に測定するなど路面性状のデータベースの構築を行っている。（日本道路公団）6)

� 性能規定のあり方を検討する上で、その効果の検証や課題の抽出のため、性能規定発注方式によ

る舗装工事の試行を実施している。また、高機能舗装化および重複工事等の整合など集中的な補

修・補強工事の実施による、舗装の長寿命化、運用・維持管理費の低減などＬＣＣの低減を図る試み

が行われている。（日本道路公団）7)

舗装のマネジメントシステムに関しては、海外ではアメリカの HPMS、HERS、PMS、イギリスの HAPS な

どがあり、また、国内では PMS、RIMS、舗装管理支援システムなどがある。システム事例について一覧

にまとめ紹介する。

表２－１－１ 舗装マネジメントシステムの一例

名 称 国 名 内 容

HPMS

(道路モニターシステム)
アメリカ

道路状況、交通状況のデータを収集し、道路の機

能を計量化。道路状態と性能評価、交通量予測を

行うシステム

HERS

(道路経済性需要システム)
アメリカ

状態の悪い部分を把握して将来の劣化を予想し、

投資の削減の影響等を計測するシステム

PMS

(舗装マネジメントシステム)
アメリカ

工学的な面に加え、舗装投資による投資収益率

に関する経済的な側面を考慮し、より効率的な舗

装の維持管理を可能にするシステム

HAPS

(舗装管理システム)
イギリス

ホールライフ費用分析に基づく複数の維持管理計

画の策定と経済性を考慮して計画の優先順位を

決定するためのシステム

PMS

(舗装マネジメントシステム)

日 本

(北海道開発土

木研究所)

合理的かつ経済的な舗装の管理のために、補修

工法や時期、規模を最適化するシステム

RIMS

(道路保全情報システム)

日 本

(日本道路公団)

将来のライフサイクルコストに基づく計画的保全へ

の移行を見据え、保全業務における全プロセスを

支援するシステム
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(5)ストックマネジメントの課題

① 舗装の管理目標の設定が明確になっていない。

② 舗装マネジメントシステムの個別構成要素（舗装状態モニタリング、健全度評価、データベース、健

全度予測、管理目標、維持修繕計画策定等）の確立と全体システムとしての機能

③ 道路管理現場における補修の意思決定や予算管理の実運用のマニュアル化

④ MCI は維持修繕判断を行う総合的な指標として開発されたが、開発から期間が経過していることか

ら、以下の指摘がされている。

・ 車の性能や経済・社会状況が変化した

・ 排水性舗装の普及など路面材料が変化してきている

・ MCI は道路管理者が主観的に維持修繕を必要と感じる路面状態を表す指標として開発された

・ 道路管理の現場から MCI が必ずしも十分に路面の状態を示していないとの指摘がある

３）橋 梁

(1)維持補修費の現状

橋梁ストックの物理量（橋梁の数と延長）と補修費の推移をみると、ストックの物理量に比べて補修費

の伸びが著しい（図２－１－６ ）。近年のニーズとして耐震補強や車両の重量化対応があり、そのため

の補強工事の費用の一部が特に 1995 年以降の補修費に含まれている可能性はあるが、長期的に補

修費が相対的に増加傾向にある。
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図２－１－６ 橋梁ストックと補修費の推移

(2)点検および健全性指標

直轄国道橋については、旧建設省によって S63 年に「橋梁点検要領(案)」が策定され、点検箇所、

損傷度判定方法等が取りまとめられた。点検方法や評価方法などが見直され、H16 年に新点検要領

(案)が策定されている。点検間隔に関しては、S63 年要領の 10 年から 5 年と変更された 12)。

(3)ストックマネジメントの取り組み状況

国土交通省道路局のマネジメントへの取り組みとしては、大きく以下の 2 点が挙げられる。

○ 平成 15 年度「道路構造物の今後の管理・更新等のあり方」に関する提言 13)
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この提言では、道路構造物の更新時期の平準化、トータルコストの縮減を目指して、アセットマネジメ

ントを導入した総合的なマネジメントシステム及び構造物の点検システムの構築、LCC を考慮した設

計・施工法の確立、健全度評価・劣化予測等の各段階における技術開発と専門技術者の養成等につ

いて検討している。

○ 平成 14 年度「新たな道路行政マネジメント－道路構造物保全率（橋梁・舗装）」5)

アウトカム指標とした道路構造物保全率（橋梁・舗装）を用いて目標値を設定している。橋梁の道路

構造物保全率については、長期的に 100%を目指し、中期的には平成 14 年度の 86%を平成 19 年度ま

でに 93%とすることを目標とする。平成 15年度中に 87%とすることを目標とし、橋梁の予防的保全の推進

により目標の達成を報告している。また、平成 16 年度の目標値は 89%としている。（国土交通省平成 15

年度達成度報告書／平成 16 年度業務計画書より）

また、青森県が中心となり、地方自治体が参加したアセットマネジメント担当者会議幹事会を設立し

た。各地方自治体におけるアセットマネジメントへの取り組みの経験・知見・情報を共有し、道路管理事

業の充実と効率化を図り、道路交通確保に資することを目的としている。その他、東京都、大阪府、横

浜市等においても取り組みが始められている 14)。

(4)ストックマネジメント関連の技術開発および研究

橋梁のストックマネジメント関連の技術開発および研究について、いくつかの例を紹介する。

� 道路構造物の総合的資産管理システムの開発、非破壊検査技術および構造物のモニタリングシ

ステムの開発、三大損傷要因（疲労、塩害、アルカリ骨材反応）に対する補修・補強工法の合理化

の推進等（国土交通省）５)

橋梁の維持管理システムは BMS とも呼ばれており、参考までに国外のシステム事例として、アメリカ

の Pontis、Bridgit、デンマークの DANBRO など、国内のシステム事例として、PWRI BMS や JH-BMS

などを挙げて一覧にまとめ紹介する。

表２－１－２ 橋梁に関するシステムの一例

名 称 国 名 内 容

NBIP

(全国橋梁検査プログラム)
アメリカ

橋梁重要度の評価、橋梁の現状分析と劣化予測、架

替・補修の優先度、予算との調整、投資効果の検査等を

行うプログラム

PONTIS

(橋梁マネジメントシステム)
アメリカ

需要予測やサービスレベルを設定し、橋梁の補修・架替

に要する投資の優先度を決定するシステム

BRIDGIT

(橋梁マネジメントシステム)
アメリカ

ネットワークレベルの最適化分析を行い、それをプロジェ

クトレベルで適用。プロジェクトを評価し、それをまとめて

最適なネットワーク戦略を策定するシステム

SSBP

(橋梁安定化プログラム)
イギリス

橋梁のホールライフを念頭に、構造部位の将来の劣化

状態や機能水準を予測し、問題が発生する前に計画的

な維持修繕を行うプログラム

DANBRO

(総合橋梁管理システム)
デンマーク

プロジェクトレベル、ネットワークレベルの最適保全計画

を行い、利用者便益を含むライフサイクルコスト評価を行

うシステム
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PWRI BMS

(橋梁マネジメントシステム)

日 本

(国土交通省)

MICHI データを用いて健全度を評価し、補修計画を作

成するシステム

JH-BMS

(JH 版橋梁マネジメントシ

ステム)

日 本

(日本道路公団)

道路構造物点検要領に基づく点検結果を用い、橋梁を

構成する部材ごとに点検時の健全度評価や将来の劣化

予測を行い、補修・補強の最適な時期および工法を選定

するシステム

北海道 BMS

日本

（北海道開発土

木研究所）

MICHI データおよび橋梁点検に基づく点検データより、

健全度評価、劣化推定、事業計画および事業評価を行

うシステムで、構築ならびに運用に向けて研究中

(5)ストックマネジメントの課題

① 維持修繕費のうち、日常管理をはじめとする経常的経費の縮減

② 橋梁延命化のための補修・更新費用三大損傷（疲労・塩害・アルカリ骨材反応）に対する予防的修

繕のマネジメント強化

③ データの蓄積・管理に基づく科学的な道路橋管理システムの構築

④ 計画的な道路ネットワーク整備による補修・更新時の代替ルートの確保や交通規制等の少ない補

修・更新技術の開発

４）その他

トンネルについても予防保全の取り組みが始まり、国土交通省のアセットマネジメントの対象としてマ

ネジメントシステムの研究などが行われている。

２－２． 下水道施設のストックマネジメント

１）概 況

下水道施設の建設に関しては国の補助金があるが、それ以後の維持管理については使用料収入と

自治体の自主財源で賄わなければならない。自治体が下水道に支出している費用（下水道管理費）は

整備が進むに伴い増加しており、そのうち維持管理費（汚水処理などの下水道運営に係る経費も含

む）が占める割合は 3 割程度で経年的には微減の傾向にある。その他の支出は建設時の起債返済を

含む建設費である（図２－２－１ (a)）。下水道管理費の財源は 5 割強が自治体の一般会計、4 割弱が

使用料収入であり、近年の推移を見ると使用料収入が微増、自治体の支出が微減の傾向にある（図２

－２－１ (b)）。
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下水道統計より

(a) 下水道管理費と維持管理費 (b) 下水道管理費の財源

図２－２－１ 下水道の財政状況の推移

使用料に占める維持管理費の割合は、1985 年度には 9 割近くあったものが、2000 年度には 7 割強

まで低下している。2000 年度において、維持管理費のうち最も大きな割合を占めるのは汚泥処分費用

で、次に人件費、運転委託費と修繕費が続いている図２－２－２ 、図２－２－３ ）。
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図２－２－３ 下水道の維持管理費の各費目の推移
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特に汚泥処分費の増加が著しく、下水道の供用に伴って汚水処理量が増加しているためであるが、

近年では最終処分に掛かる経費が上昇していることも考えられる。汚泥処分費は下水道運営に掛かる

経常的な費用で維持管理費と捉えられ難いが、支出に占める割合が大きいことから、この低減を図るこ

とが重要になると考えられる。

２）管 渠

下水道普及率の高い都市においては、施設整備がほぼ終了し、一部の都市では改築更新事業、予

防保全的な維持管理に取り組みが始められている段階で、効率的な維持管理計画の策定、維持管理

コストの低減などが注目されてきている。その一方で、下水道普及率が低い都市では、整備が中心とな

っており、普及率の向上（新設整備）に取り組んでいる。

(1)点検および健全性指標

維持管理業務は、主に清掃、点検および劣化の程度と法定耐用年数（50 年）を基に修繕あるいは

改築が実施されている。管渠の点検は、川崎市、名古屋市、福岡市をはじめとして、テレビカメラを用い

た調査等が実施されているが、点検実施は一部区間のみであり、全管渠の点検には至っていない。修

繕あるいは改築に関しては、予防保全的な管理の必要性は言われているものの、全体的な傾向として

は、道路陥没発生や異臭等の苦情により実施されている。

(2)ストックマネジメントの取り組み状況

管渠のストックマネジメント関連のマニュアル類が(社)日本下水道協会より発行されており、一例を以

下に示す 15)。

○ 平成 3 年「下水道施設の改築・修繕マニュアル(案)」

施設台帳の調製、物理的・経済的・機能的観点からの施設診断実施に関するマニュアル

○ 平成 10 年「下水道事業における費用効果分析マニュアル(案)」

費用対効果分析のため

○ 平成 15 年「下水道維持管理サービス向上のためのガイドライン（2003 年版）」

下水道の維持管理のより一層のサービス水準向上のためのガイドライン

○ 平成 15 年「下水道維持管理指針－2003 年版－」

下水道施設の適切な維持管理の確保のための指針

○ 平成 12 年「下水道管路施設テレビカメラ調査マニュアル（案）」

○ 平成 14 年「下水道台帳管理システム標準仕様（案）」

(3)ストックマネジメント関連の技術開発および研究

管渠のストックマネジメント関連の技術開発および研究について、いくつかの例を紹介する。

� 法定耐用年数を用いた LCC の算定方法がほぼ確立されており、LCC 分析による経済的耐用年

数を試算している。（国土交通省）16)～18)
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� 予防保全の有意性を実証するための、故障・不具合が生じてから補修・修繕を行う「後追い型の

維持管理（事後保全）」と、計画的に調査点検を行い必要箇所に対し予め補修・修繕する「予防的

な維持管理（予防保全）」の維持管理コストについて費用便益分析手法を用いた比較している（サ

ンプル数は３都市）。（日本下水道事業団）19)

� コンクリートの腐食防止を目的とした、コンクリート防食被覆材の開発、防食工法や標準仕様およ

びコンクリート防食耐久性の目標年数の設定などをまとめた「コンクリート防食指針（案）」を作成。

（日本下水道事業団）19)

� 管渠および電気・機械設備について、ライフサイクルコスト分析に基づく経済的耐用年を試算し、

これを参考とした計画的な再構築（更新時期の設定）の検討をしている。（東京都）21)

� 投資やインパクトに係る因子を数値化した評価指標を用いる評価を汚泥処理システムに取り入れ

ている。現場管理費に減価償却費と建設費の起債利子を加えたものを経済インパクトの表す代表

的な数値「処理現価」とし、基本的に LCC と同じ考えであることから指標のひとつとして活用してい

る。（大阪市）22)

� LCC 算出結果より、経済的耐用年数（更新サイクル年）を決定し、それに基づいた事業費（建設費

のみ）を算定し、事業費の集中緩和のための平準化結果を試算している。（京都市）23)

わが国の管渠に関するシステム構築状況を一覧にまとめ紹介する。

表２－２－１ 管渠に関するシステムの一例 27)、28)

名 称 機関名 内 容

下水道管渠台帳システム 国土交通省
管理検査や改築等の履歴等の維持管理情報に関

するデータ整備およびそれらの GIS 化。

管渠システム 広島市

管渠台帳システムのデータベースを利用した物理

的・経済的・機能的施設診断システム。改築または

補修の診断とその時期の算定。

設備台帳システム 広島市

機械設備および電気設備の改築または補修の診

断とライフサイクルコスト（機械）および余寿命判断

（電気）による改築更新時期の定量的診断。

下水道管路施設改築事業システム 福岡市
調査データ自動読み取り機能、改築範囲・ランク付

け・緊急度自動診断機能、改築修繕台帳の作成

下水道施設（処理場・ポンプ場）改

築更新計画システム
福岡市

機器の台帳、改築修繕履歴、機器のトラブル情報

等のデータベース化。老朽機器の抽出、調査診

断、総合評価、改築更新計画（5 ヵ年）の策定。

平成 9 年度末完成、運用予定。

(4)ストックマネジメントの課題

① 管渠の更生法については以下の項目が課題として挙げられている。

・ 更生材・工法の技術開発

・ 更生工法の施工及び品質管理基準の確立

・ 更生管の耐震性の向上

② 再構築事業の事業効果の明確化と住民の理解
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③ 非破壊試験による老朽管診断技術の開発

④ 下水道台帳等の管路情報システムの開発

２－３． 河川構造物のストックマネジメント

１）概 況

河川の主な維持管理としては、河川巡視および点検、河川管理施設（堤防、護岸、水閘門、堰、排

水機場、樋門等）の補修、河床の浚渫、除草および清掃作業の大きく分けて４つである。河川構造物

については、主に洪水や高潮時の被害の防止、河川環境の整備と保全を目的とした維持管理が中心

であり、樋門樋管等の施設老朽化は懸念されつつあるものの、ストックマネジメントの本格的な議論に

至っていない。

表２－３－１ 河川の維持管理とその主な目的

維持管理 主な目的

河川巡視・点検
・損傷箇所、異常個所の早期発見

・不法投棄等の防止

補修・修繕 ・機能確保

河床浚渫

・洪水流の阻害防止（流下断面の確保）

・土砂上ヘドロ堆積による悪臭や水質汚濁防止

・船舶航行への影響

除草・清掃

・河川美化および水質保護

・点検・巡視の容易性の確保

・樹木等による洪水流の阻害防止、治水と自然景観保護

・周辺民家への蚊等の害虫発生の防止

河川では、洪水等による被害が各地で発生しており、過去 10 年間の水害被害額総額は約 6,300 億

円に上り（図２－３－１ ）、災害発生を解消するための治水対策が大きな課題となっている。このような

現状から河川関係事業費のうち、約 90%が治水事業費となっている（図２－３－２ ）。
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２）河川管理施設

(1)維持補修費の現状

国土交通省においては、河川改修等に要する費用は年々増加の一途を辿っているが、ストック量の

増加に比べ全体に占める維持修繕費の割合は約 15%前後で推移しており、その割合は大きく増加傾

向は示していない。ここで、維持修繕費とは、除草や施設運用など、経常的に要する費用と補修に要

する費用を指している。
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また、維持修繕費の内訳として、維持的経費（除草や施設運用などの経常的に要する費用）と修繕

的経費（損傷を修復するために要する費用）にわけて、図２－３－５ に示す。全体に対して維持的経

費の伸びに頭打ち傾向が見られ、近年は修繕的経費の伸びが顕著である。1995 年に対する 2001 年

の伸び率は、「堤防等修繕｣で約 374％、｢水閘門等修繕｣で約 220％となっており、｢堤防・高水敷除

草｣は約 99％、｢水閘門操作｣は 135％に留まっている。

図２－３－５ 直轄河川維持補修費の内訳（ダム事業除く）

(2)点検および健全性指標

堤防・護岸等は調査により損傷の程度に応じて順次、機能保全のための補修および修繕が実施さ

れている。定期的な河川パトロールおよび構造物点検により、排水機場や樋門等の機械設備の故障を

発見し、機能保全のための修繕が実施されている。また、水害を招き易くする下流の土砂、悪臭や水

質汚濁の原因となるヘドロを取り除くための河床の浚渫が行われている。さらに、河川環境に関しては、

パトロール等による不法投棄の防止、ゴミ・廃物の除去および河川美化の啓発活動を行うとともに、定

期的な堤防・河川敷地の除草が実施されている。

また、国土交通省では、河川・ダム・海岸・砂防などの施設に係る安全利用点検を実施することとして

いる。安全利用点検とは、利用者の増加が予想される時期において、一般利用者の安全性を確保す

る観点から実施する点検である。国土交通省は、北海道開発局、各地方整備局、沖縄総合事務局に

対して、「安全利用点検に関する実施要領」に基づき、「安全利用点検実施計画」を定め、その結果を

報告することとしている。

(3)ストックマネジメントの取り組み状況

堤防・護岸等については老朽化による機能低下などの維持管理上の問題に関する本格的な議論は

これからのものと思われる。一方、排水機場や樋門などの機械設備においては故障等の維持管理が問

題視されつつある。

LCC 低減という点では、ボランティアや NPO 連携による負担の軽減化、市民を巻き込んだ協働作業

よる河川清掃作業の実施？などコスト縮減に取り組まれているが、維持管理費の集中時期や予算確保

の問題は顕在化しておらず、LCC を低減効果という点までは踏み込んでいないと思われる。
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国土交通省では、平成 11 年度「第二次河川技術開発五箇年計画 (5)アカウンタビリティの向上」の

中で、コスト縮減のための技術のうち、維持管理に関する項目として以下を検討している 30)。

○ 平成 6 年「河川ポンプ設備更新検討要綱・同解説」建設省

○ 平成 3 年「排水機場設備点検・整備実務要領」建設省建設経済局・河川局監修

○ 平成 13 年まで機械設備の故障診断システムの開発

○ 平成 15 年まで既存施設の健全度診断手法および管理手法の開発

○ 平成 13 年まで防食設計の高度化

○ 平成 15 年までリサイクル技術の開発

(4)ストックマネジメントの課題

① 排水機場や樋門などの機械設備の維持管理方法の検討

３）ダ ム

(1)維持補修費の現状

国土交通省所管のダム事業（河川総合開発事業）の投資額の推移を図２－３－６ に示す。新規の

ダム建設に対する投資額は、1980 年代末ごろをピークに減少傾向にあるのに対し、維持管理に対する

投資額の割合は年々増え続けている。全投資額に対する維持管理投資の割合は現在全体の 20％近

くに達しており、10 年前の約 2 倍、20 年前の約 4 倍の水準となっている 36)、37)。
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図２－３－６ 国土交通省所管ダム事業（河川総合開発事業）による年間投資額の推移

(2)点検および健全性指標

利水ダムについては、原則として河川管理者が 3 年から 5 年ごとに定期検査を行うこととなっている

が、河川管理者が管理するその他のダムでは検査制度がなく、ダム管理者独自での対応となっている。

また、都道府県が管理している補助ダムなどでは、検査方法、補修の判断基準、対策工の選定、モニ

タリング等の標準的な技術基準が整備されていない。

堤体コンクリートや各種機械設備、電気設備等、構造物や設備・機器ごとに一定の点検・整備の基

準が整備されているが、長期的な維持補修計画の立案に活用できるような一般的な仕組みは整備され
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ていない。また、ダムの操作・制御設備の維持管理においては、機械設備のような従来品の修理や補

修による長期供用ではなく、放流制御装置（ダムコン）の入替えに代表されるように購入や更新が行わ

れることが多い。

ダム技術センターにおいては、主に管理中の古いダムを対象にダム機能の維持と安全性の確保を

目的とした点検および総合評価を行っている 38)。昭和 59 年度より学識経験者を委員長とした委員会方

式により「ダム総合点検」（平成 14 年度から「ダム総合評価」に名称変更）を実施している。ダム堤体の

安全性評価（施設点検）、ゲート操作等治水上の安全性評価（機能点検）を評価対象としている。

(3)ストックマネジメントの取り組み状況

国土交通省河川局のマネジメントへの取り組みとしては、H13 年に「新しい時代のダム管理のあり方」

を公表した 39)。ダムの堆砂対策の推進による機能回復やメンテナンス、点検・検査体制や管理基準の

一層の充実とともに、コスト管理面においても、計画的な維持管理投資を行うことにより、長期的なダム

の維持管理コストの低減を図っていくことの重要性を強調している。

国土交通省所管のダム事業について、建設事業費のうち維持管理投資が占める割合は、年々増加

傾向にあり、現在 20%近くに達している。直轄の公団ダムにおいては、維持管理費用は、概ね古いダム

ほど大きくなる傾向にある。このうち、放流・取水設備、操作・制御設備などの管理設備及び貯水池対

策に係る費用が大きい。一方、補助ダムに関しては、維持管理費に対する国庫補助事業がなく、都道

府県の財政事情から維持管理は厳しく制限されている。

各機関からダムの点検に関するマニュアルが発行されており、その一部を以下に列挙する。

○ 平成 15 年「ダムの管理例規集」 国土交通省 29)

○ 昭和 61 年「ダム構造物管理基準」日本大ダム会議 40)

○ 「ダム・堰施設技術基準(案) 基準解説編・マニュアル編」ダム・堰施設技術協会 41)

○ 平成 17 年「ゲート点検・整備要領(案)」ダム・堰施設技術協会 41)

(4)ストックマネジメント関連の技術開発および研究

ダムのストックマネジメント関連の技術開発および研究について、いくつかの例を紹介する。

□ ダムに関する電気通信設備及び機械設備の設備図面及び設備諸元ならびに点検記録等の管理

設備のデータベースシステム構築、電子タグと情報携帯端末を用いた点検支援システムの試行、

新技術を活用した管理支援システムの検討を進めている。（沖縄総合事務局北部ダム事務所：

H15 年度報告）42)

□ 評価項目ごとの評価結果を総合化してダム全体の健全性の定量評価や、複数ダム間や評価項目

間の対策の優先度は比較されておらず、これに関する取り組みとしては、発電用ダムの維持管理

コスト縮減の観点から設備ごとの重要度を加味した健全性の評価手法を検討した例がある。

□ 点検業務の標準化や高度化、技術継承を目的とした現場点検支援システムの発電用ダムの巡視

点検への適用および導入効果の検証している。

□ ネットワーク技術を活用した遠隔モニタリングシステムをダム洪水吐ラジアルゲートおよび水圧鉄管
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への適用に関して研究している。（(財)電力中央研究所）43)

国外のダム管理に関するシステム事例を紹介する。

表２－３－２ 河川構造物（ダム）に関するシステムの一例

名 称 国 名 内 容

RERM Management System アメリカ

河川水運や洪水調節用ダム、水門施設の合理的

な優先順位付け、予算の効率的配分および執行

を可能にする意思決定支援ツール

RESCON 世界銀行
経済的合理性に基づく堆砂対策を実施するため

の計画立案を支援するプログラム

(5)ストックマネジメントの課題

① ダムは堤体、放流設備、貯水池および各種管理設備にわたる多種多様な施設・設備の総合体で

あることから、各施設・設備の機能低下要因や点検方法、耐用年数、対策技術が異なり、ダム全体

の健全性の定量的評価法、異なる点検基準に基づく点検データを関連付けた優先度の評価が困

難である。

② 補助ダムの管理では、以下の事項が課題として挙げられている。

③ 現在、管理中の補助ダムは 336 ダム（内堰堤修繕・改良費補助事業実施ダム：92 ダム）あり、建設

中および実調中ダムが 191 ダムあることから、今後、さらに管理するダム数が増加する。

④ 維持管理費に対する国庫補助事業がないため、都道府県の財政事情から維持管理費は厳しく制

限されている。

⑤ 都道府県では技術者が不足しており、特に機械、電気・通信関係の技術者が不足している。

２－４． 港湾構造物のストックマネジメント

(1)維持補修費の現状および将来動向

港湾整備事業費に占める維持補修・更新費の現状および将来推計の結果を図２－４－１ に示す。

現状（2003 年度）では、維持補修費率 13.2％、更新比率 5.7％（合計 18.9％）であるものの、事業費の

今後の伸び率を０％と想定した場合の 2030 年度では、維持補修費率 29.2％、更新比率 23.8％（合計

53.0％）まで増大することが想定されている。さらに、今後の事業費の今後の伸び率が－２％の場合に

は、2030年度での維持補修費率 40.9％、更新比率 41.1％（合計 82.0％）まで増大し、新規投資が殆ど

できない状況が想定されている。
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図２－４－１ 港湾整備事業における維持補修・更新比率の現状および将来動向の推計

(2)点検および健全性指標

港湾構造物に対する点検および健全指標について図２－４－２ に示す。先ず、目視を主体とする一

次点検により、部位毎に点検して（ａ，ｂ，ｃ，ｄ）の４段階評価を実施する。さらに、一次点検およびそれ

が十分でない場合に実施する二次点検の結果から、構造物全体の機能安全の観点から（Ａ，Ｂ，Ｃ，

Ｄ）の４段階評価を実施する。

わが国の係留施設を対象にしたサンプルデータに基づく総合評価結果を図２－４－３ に示す。現状

では 10％を超える施設がＡ判定（施設の機能上問題があり、早急に維持・修繕工事が必要）とされてい

る。
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部位毎の評価結果を
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に評価する
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図２－４－２ 港湾構造物における点検および健全性指標
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【 係 留 施 設 （桟 橋 式 ）の 劣 化 】

鋼 管

上 部 工 （コ ン ク リ ー ト 構 造 ）
写 真 ： エ プ ロ ン の ひ び 割 れ

写 真 ： 上 部 工 コ ン ク リ ー ト の 剥 離 、 鉄 筋 の 表 出
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４２６
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ判定：施設の機能上問題があり、早急に
維持・修繕工事の必要がある場合

Ｂ判定：計画的な維持・修繕工事を実施す
る必要がある場合

Ｃ判定：現状では維持・修繕工事の必要は
ないが、継続して観測する必要が
ある場合

Ｄ判定：異常が見られない場合

【 係 留 施 設 （桟 橋 式 ）の 劣 化 】

鋼 管

上 部 工 （コ ン ク リ ー ト 構 造 ）
写 真 ： エ プ ロ ン の ひ び 割 れ

写 真 ： 上 部 工 コ ン ク リ ー ト の 剥 離 、 鉄 筋 の 表 出

サンプル数
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港湾管理者及 び
公 社所有

係留施設

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ判定：施設の機能上問題があり、早急に
維持・修繕工事の必要がある場合

Ｂ判定：計画的な維持・修繕工事を実施す
る必要がある場合

Ｃ判定：現状では維持・修繕工事の必要は
ないが、継続して観測する必要が
ある場合

Ｄ判定：異常が見られない場合

Ａ判定：施設の機能上問題があり、早急に
維持・修繕工事の必要がある場合

Ｂ判定：計画的な維持・修繕工事を実施す
る必要がある場合

Ｃ判定：現状では維持・修繕工事の必要は
ないが、継続して観測する必要が
ある場合

Ｄ判定：異常が見られない場合

図２－４－３ 係留施設を対象とした総合評価結果の状況

(3)ストックマネジメントの取り組み状況

港湾構造物におけるストックマネジメントは、図２－４－４ に示すようにライフサイクルマネジメント（ＬＣ

Ｍ）として推進されている。ＬＣＭでは、総合評価結果に基づいて、性能低下の予測を実施して、当該

施設が必要な機能を維持していくために最も合理的な対策工法およびその実施時期を提案する。対

策工は、適用可能な変状度に応じて複数案を検討し、それぞれに必要なライフサイクルコストを算定す

る。ここでは、必要性能に応じてライフサイクルコストを最小にする方法を選択する場合と、予算制約下

で最大の性能が得られる方法を選択する場合がある。

点検・調査

保有性能評価

データベース

対策工の検討
と提案

残存供用年数

維持管理の最適化

LCCの最適化・維持管理業務の合理化

劣化・変状の進行予測
寿命予測

性能
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設計条件
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経過年数
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図２－４－４ 港湾ライフサイクルマネジメントの概念
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(4) ストックマネジメント関連の技術開発および研究

□港湾ＬＣＭに基づいた技術基準の整備

現在、平成 18 年を目標として、基準の国際整合化、性能規定化、新規技術知見の導入等に対応す

るために「港湾の施設の技術上の基準」の改訂作業が進められている。その際、当然のことながら、新

規施設のみを対象にするのではなく既存施設の有効活用、適切な維持管理についても対象とした作

業が進められている。例えば、表２－４－１ に示すような維持管理上の重要度区分の設定が検討され

ている。

□維持管理技術マニュアルの整備

上記の基準の改訂をもとに、具体的にＬＣＭを実施するためにはマニュアル類の整備が必要である。

このため、現行の「港湾構造物の維持・補修マニュアル」ついての改訂作業が進められている。

□港湾構造物に対する構造性能指標の予測技術の開発

適切なＬＣＭを実施するためには、港湾構造物の構造性能指標をできるだけ性格に予測することが

求められる。一方で、現場での実用化を想定した場合には、できるだけ簡易な手法が必要となる。この

ため、総合評価結果を基にマルコフ連鎖モデルを活用した予測技術の開発が進められている。

(5)ストックマネジメントの課題

①維持管理制度（法律、基準、予算、組織・体制等）の充実

②供用中の港湾構造物に対する点検・診断技術の高度化

③保有性能の予測技術の高度化

④劣化・変状の進行および残寿命の予測の高度化

⑤ 実施時期・コストおよび性能

表２－４－１ 港湾の施設の維持管理上の重要度区分（案）

劣化が生じても対策を行わない損傷劣化を許容する維持管理レベルＤ

数回の対策を計画する損傷劣化を事後保全する維持管理レベルＣ

頻繁な対策を計画する損傷劣化を予防保全する維持管理レベルＢ

対策を必要としない損傷劣化をさせない維持管理レベルＡ

対策の必要性損傷劣化に対する考え方

維持管理性能重要度の分類

劣化が生じても対策を行わない損傷劣化を許容する維持管理レベルＤ

数回の対策を計画する損傷劣化を事後保全する維持管理レベルＣ

頻繁な対策を計画する損傷劣化を予防保全する維持管理レベルＢ

対策を必要としない損傷劣化をさせない維持管理レベルＡ

対策の必要性損傷劣化に対する考え方

維持管理性能重要度の分類

図２－４－５ マルコフ連鎖モデルおよび構造性能指標曲線の概念

（マルコフ連鎖モデル）
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２－５． 空港土木施設のストックマネジメント

(1) 維持補修費の現状および将来動向

空港土木施設の整備にあたっては、地下埋設構造物など将来の航空機の大型化などへの対応が

極めて困難な構造物では施設計画上、所要の対処を行っており、ほとんどの空港において、これら施

設の劣化については、現在、ほとんど問題がない状況である。一方、滑走路や誘導路などの空港基本

施設舗装は、過酷な施設供用条件下に置かれるものの、地下埋設構造物などとは異なり、維持補修が

可能であることから、経常的な維持管理費による維持補修または更新を実施している。全国の空港の

維持補修費は、ストック量の約 0.3％（約 50 億円、平成 14 年度実績）である。なお、これまで空港基本

施設舗装の継続的な機能の確保においては、航空輸送需要の増大に伴う、航空機の大型化などへの

対応のための改良事業として、実施される事例が相当数あった。しかし、全国の空港施設の整備が概

成に向かう中、今後、維持補修に加え、改良に変わる更新投資の増大が見込まれる。新規投資となる

新設・増設・改良と維持・更新の将来動向を図２－５－１に示す。
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図２－５－１ 空港土木施設の新規投資/維持更新投資の実績および推計

(2)点検および健全性指標

空港舗装の点検・調査、健全性評価、保全計画作成の業務は、図２－５－２に示す標準的な手順に

より実施する。なお、当該空港における、有効な実績や舗装の状況等を考慮し、適切な取り組みが不

可欠であり、適宜、合理的な手順により業務が行われている。

舗装の破損には、機能的な破損（路面）と構造的な破損（構造）がある。空港舗装では、機能的な破

損の評価法として PRI 調査、また、構造的な破損の評価法として、FWD 調査等を行うことを標準として

いる。 一般に、 空港舗装では、機能的な破損（路面）が構造的な破損より先行（卓越）する。このため、

路面性状調査を定期点検項目として、標準点検頻度（1 回／３年）に基づき、実施しており、主として空

港舗装の中長期的な保全計画立案等の検討用の情報として、利用している。
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図２－５－２ 空港舗装の点検・調査、健全性評価、保全計画作成の業務の標準的な手順

(3)ストックマネジメントの取り組み状況

空港土木施設ストックマネジメントの総合戦略として、「次世代空港施設維持管理戦略」（仮称）案を

平成 15 年度に策定し、同戦略に基づき、ストックマネジメントの取り組みを進めている。空港土木施設

のうち、特に緊急的な取り組みが必要となっている滑走路などの空港基本施設舗装に関するストックマ

ネジメントの導入については、事後保全から予防保全への移行を目標に据え、様々な取り組みを進め

ている。空港舗装への本格的な予防保全業務プロセスの導入には、合理的な調査手法、正確な現状

評価、妥当性のある劣化予測等の技術を含む空港舗装ライフサイクルマネジメント技術の開発が不可

欠となる。現在、この技術課題への取り組みも進められているが、ブレークスルー的技術を多く含むこと

から、研究・開発、導入には、長期間必要となる。一方、空港舗装に対する予防保全の重要性は高く、

その対応を的確に実施することが求められている。このため、本格的な予防保全技術の確立までの間

の対応として、これまでの空港舗装の技術的な知見などの総合化に基づく、空港舗装の予防的な保全

業務プロセスの導入に必要な各種施策などの推進に取り組んでいる。
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(4)ストックマネジメント関連の技術開発および研究

空港舗装の維持管理システムとして、国土交通省航空局では「舗装管理システム」の構築に向けた

技術開発を進めている。同システムは、空港利用者が求める空港舗装提供サービス水準（要求性能）

に対する、空港管理者への合理的・効率的な舗装管理業務プロセスの確立に必要な支援ツールとし

て、空港施設 CALS システムとの連携により構築することを基本要件としている。また、同システムは、舗

装管理業務を行う現場実務担当者を支援するため、別途、技術開発を進めている「空港舗装点検等

支援システム」とも連携を図ることとしている。

一方、予防保全を基本とする空港舗装のマネジメントに必要な健全度評価や劣化予測などの要素

技術については、舗装属性（建設条件、構造等）、舗装利用実績（交通量）、補修・修繕履歴、路面性

状評価（PRI データ）、構造評価（FWD データ）、沈下動向データ、舗装材料試験データ、その他計測

データ、エキスパート・ナレッジなど既存の技術情報を適切な評価指標に総合化するための調査・研究

を進めている。

(5)ストックマネジメントの課題

①空港土木施設のストックマネジメントの総合的な戦略に基づく、行動、評価の確立

②空港舗装の健全度評価、劣化予測、対策工法の高度化

③適切な管理水準の設定に基づく、空港舗装のライフサイクルシナリオの策定

④効果的・効率的な空港舗装ストックマネジメントに必要な業務支援システムの構築

⑤空港土木施設のライフサイクルコスト縮減技術の開発

２－６． 建築物のストックマネジメント

１）官庁建物・公共建築

(1)維持管理の現状と動向

近年、投資余力の減少（図２－６－１）、

環境問題に対する意識の高揚、その他急

激な社会情勢の変化を背景に、官庁建物・

公共建築においても、既存施設を国民の共

有財産として長期にわたり有効に活用する

必要がある。一方、建築物の老朽化に伴い、

維持管理にかかる費用も増大することが予

想され、限られた財源で必要な機能を満足

しつつ、効率的に建築物を維持することが

重要である。

また、維持管理の不備による災害や事故が発生しており、老朽化が進む建築物における安全性が

極めて重要である。さらに、建築物のライフサイクルでコストあるいは CO2 排出量の約２割が建設・廃棄

図２－６－１ 建設投資額（名目）の推移
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にかかるものであり、建設時及び廃棄時には膨

大な建設廃棄物を発生させることになるため、適

切な維持管理により長期的に耐用性を確保する

必要がある。

特にライフサイクルコストにおいては、図２－６

－２のとおり運用段階のコストが約 8 割を占めて

いる。そのうち運用コストの例をみると、保全、修

繕・改善、運用費用を含めた保全費用は約

5,100 円／㎡と推計（平成 11～15 年度官庁施設

実績より推計）され、ストック全体に換算すると、単純計算で年間 2,600 億円程度が維持管理費に費やさ

れていることとなっている。仮に１施設年間数％コストを削減できれば、数十億円のコスト削減が想定され

る。そのため計画的で適正な保全・修繕等の実施に心がけているところである。

このように建築物の維持管理においては、必要な安全性の確保、環境への配慮、効率的な運用に

重点を置いて取り組みがされている。

(2)国及び地方公共団体におけるストックマネジメントの現状及び動向

国家機関の建築物（以下、「官庁施設」）や地方公共団体が所有する建築物は築後年数の長い施

設の割合が年々高くなっており、今後急速に進行する施設の老朽化に対する適切な対応を行うことが

喫緊の課題となっている。一方、社会経済情勢の急激な変化を受け、建築生産はスクラップアンドビル

ドからストック活用へと大きく変化しており、官庁施設や地方公共団体の建築物についてもストックの有

効活用の徹底が求められている。このような状況を踏まえて、国土交通省官庁営繕部や都道府県・政

令市を中心とした地方公共団体にけるストックマネジメントに関して様々な取り組みが進められているが、

その近年の主な取り組みは以下の通りである。

① 官庁施設のストックマネジメント技術の策定（平成 12 年度）

官庁施設のストックマネジメント技術は、国土交通省による保全の指導の役割、各省各庁の施設

管理者の役割、保全に関する業務の内容

等について整理するとともに、保全業務の

支援方策等も含めて体系化され、修繕優先

度判定手法等の基準類、保全情報システ

ム等の支援ツール開発の必要性等をとりま

とめたものである。

これを受けて国土交通省官庁営繕部に

おいて、「施設保全マニュアル」、「建築保

全業務監督検査様式（案）」、「保全業務支

援システム（仮称）」等の各種基準類・マニュ

アル・ガイドライン・ツール等の整備が順次

図２－６－２ ライフサイクルコストの構成概要

図２－６－３ 施設保全マニュアルの例
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進められているところである。

② 社会資本整備審議会への諮問（平成 13 年度）

平成 13 年 10 月 11 日に開催された社会資本整備審議会建築分科会において、国土交通大臣は

社会資本整備審議会へ「官庁施設のストックの有効活用のための保全の指導のあり方について」諮

問し、平成 14 年 3 月 25 日にその答申を受けた。答申においては、実施すべき施策として「保全に関

する技術的基準の体系的整理」、「保全に対する支援の充実」、「保全と施設整備との連携強化」、

「ストックの転用方策等に関する連携強化」等が示され、国土交通省官庁営繕部等において、必要

な法制度の整備や新たな施策に関する取り組みがなされているところである。

③  都道府県・政令市による「公共建築における計画的な保全の推進」方策のとりまとめ

平成 14 年 4 月に全国の都道府県・政令市において「公共建築における計画的な保全の推進」報

告がとりまとめられた。本報告においては、国の施策や地方公共団体における先進事例も踏まえて、

地方公共団体の所有する建築物の計画的な保全の推進に関する基本的な考え方がとりまとめられ、

「長期保全計画策定による計画的な保全の推進の必要性」、「地方公共団体における保全のための

体制整備の必要性」、「保全情報システム（仮称）開発の必要性」等が示された。

④  「建築基準法」及び「官公庁施設の建設等に関する法律」の一部改正（平成 16 年度）

「官公庁施設の建設等に関する法律」

（以下、「官公法」）を含む建築基準法等

を改正し、建築物の安全性及び市街地

の防災機能の確保等を図るため、建築物

に係る報告・検査制度の充実及び強化、

既存不適格建築物について順次改修を

可能とする建築規制の合理化、防災街

区整備事業の推進のための支援措置の

拡充等の措置を講じることとされた。

建築基準法第 12 条では、従来から、

一定の建築物について、所要の調査及

び検査を行い、特定行政庁に報告する

定期報告制度があったが、国、都道府県、建築主事を置く市町村（以下「国等」）については、適用

が除外されていた。今般の改正建築基準法では、国等の建築物について、既存ストックの安全性を

確保する観点から、一定の用途及び規模を満たす建築物の劣化の状況等について定期に点検す

ることを義務付けることとされた。

官庁施設については、その公共的性格から、より高度な安全性の確保及び国有財産の既存ストッ

クの有効活用を図ることが求められており、建築基準法で点検対象となるものに限らず、定期に点検

を行い、万全の安全を期すものとするとともに、異常の早期発見によって予防的な措置を講じること

により、長期耐用性の確保を図ることが必要である。このため、官公法の改正では、建築基準法第 12

条で点検が義務付けられる建築物に加え、政令で定める一定の規模要件を満たすものについて定
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全
対
策
の
強
化

規
制
の
合
理
化

○ 危険な既存不適格建築物に
対する是正勧告制度の創設

など

建築基準法建築基準法

○目的
・「安全で安心できるまちづくり」を図るため

建築物ストックの安全性の確保
密集市街地の防災機能の確保

国の建築物について

○ 高度の安全性の確保

○ 既存ストックの有効活用

を図るため

官公法官公法

○ 既存不適格建築物の増改築時
における合理化

○ 既存木造住宅向け改修基準
の整備 など

○ 建築物に係る報告・検査等制度
の充実及び強化

新たに、国、都道府県及び建築主事を置く市町
村に、定期に、一定の用途及び規模の建築物の
劣化の状況等について点検を義務付け など

新たに、国、都道府県及び建築主事を置く市町
村に、定期に、一定の用途及び規模の建築物の
劣化の状況等について点検を義務付け など

図２－６－４ 建築基準法等の一部を改正する法律にお

ける官公法改正の概要



Ａ．現状と課題編

50

期の点検を義務付けることとし、点検の内容については、国土交通省令で定められることとされた。ま

た、国土交通大臣が保全の基準を定めることとし、その実施に関し勧告を行うことができることとする

とともに、当該定期点検及び建築基準法による定期点検の結果に関して、必要に応じて状況を把握

するため、同条第 2 項において、保全に関する必要な報告又は資料の提出を求めることができること

となった。

⑤  IT を活用したデータベースシステムの開発

国においては「官庁施設のストックマネジメント技術」や社会資本審議会答申「官庁施設のストック

の有効活用のための保全の指導のあり方について」等を受け、今後のストックの有効活用に関する

各種施策を講じるための基本となるＩＴを活用したシステムとして、全ての官庁施設の保全情報を管

理するデータベース及び施設管理者が行う保全業務を支援するツールを統合した「保全業務支援

システム（仮称）」が国土交通省官庁営繕部により開発され、平成 17 年度以降に運用開始の予定と

なっている。

また、地方公共団体においては「公共建築における計画的な保全の推進」報告等を踏まえ、希望

する全ての地方公共団体が共通で利用可能な「保全情報システム（仮称）」の開発検討が全国の都

道府県・政令市により進められてきた。保全情報システムは、保全台帳機能、データベース整備機

能及び保全計画作成支援機能等が中心となっており、国の保全業務支援システムとも連携を図るこ

とで、情報蓄積やベンチマークの設定等が効率的に行えるものとなっており、平成 17 年度以降に希

望する地方公共団体において運用が開始される予定となっている。

(3)国及び地方公共団体におけるストックマネジメントの課題

国及び地方公共団体が所有する建築ストックの有効活用のためには、施設の長寿命化を図ることが

必要不可欠である。そのためには、当初整備段階において必要な機能・性能を有する整備を行うこと

はもとより、運用段階においても適切な修繕・改修を行うことにより性能を回復させるとともに、施設を長

期使用する間に変化する社会的ニーズに応えるため、必要に応じた機能の付加や性能の向上を図る

ことが重要である。なお、施設の一部分又はその全てを異なる用途へ転用して使用するなど、さらなる

有効活用を図ることを視野に入れておくことも重要である。

国及び地方公共団体による建築ストックに関する現状と施策の動向については、市町村レベルも含

めてほぼ同様の状況であり、(2)において示した通り、ストックマネジメントの施策の方向性、法制度、デ

ータベースシステム等は整いつつあることから、今後は各主体がストックマネジメントを実践するにあたり

参照可能なマネジメント技術をマニュアル・ガイドライン等でわかりやすく示すことが求められている。

２）公営住宅

(1)公営住宅ストックの活用手法

既設公営住宅の活用手法としては、建替、全面的改善、個別改善、用途廃止、維持保全がある。ま

た、既存建築ストックを公営住宅に転用して活用する方法もある（表２－６－１ ）。
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表２－６－１ 既設公営住宅の活用・改善事業

活用手法 手法内容・活用イメージ

建替
・既存の公営住宅を除却し、その土地の全部又は一部の区域に新たに公営住宅を

建設するもの（非現地建て替えを含む）。

全面的改善

・ストック総合活用計画に基づいて行う改善事業として平成 12 年度に制度化された。

昭和 52 年度以前の予算により整備された既設公営住宅が原則として対象となり、

一定の性能が確保されるものについて、住戸については躯体を残して全面的又は

それに準ずる改善を行い、併せて、共用部分改善や屋外・外構部分改善を行うも

のである。

・概ね 30 年以上引き続き管理することを想定しており、建替に代わる活用手法とし

て、建替量の調節（先延ばし）を行うことを目的に実施される。

・以下の事項を全て含み、躯体を残して全面的（又はそれに準ずる）改善を行うもの。

①居住性向上（住戸規模・居住想定世帯に相応しい間取りへの改善、給湯方式変

更、洗面化粧台・流し台設置等の設備改修等）

②高齢者対応（住戸内部の段差解消、手すりの設置、浴室・便所の高齢者対応改

修、共用廊下・階段の高齢者対応、エレベーター設置、団地内通路の段差解消

等）

③安全性確保（２方向避難の改善、台所壁の不燃化、耐震改修、外壁の防災安全改

修、屋外消火栓の設置等

④住環境向上（住棟の外壁等の仕上げ、共視聴アンテナ設備の設置、電線類地中

化等の景観改善、集会所・児童公園等の共同施設整備）

個別改善
上記の①居住性向上、②高齢者対応、③安全性確保、④住環境向上、のいずれか、

又は、いくつかを組み合わせて行う改善。

維持保全
維持保全（経常修繕、計画修繕、空き家修繕）を行い、公営住宅としての効用を維持

していく。

用途廃止

耐用年限の２分の１を経過した後、当該敷地を引き続いて管理することが不適当であ

る場合、用途廃止を行い、他公共施設への機能転換、他の公的事業主体への譲渡

等

転用等によ

る活用
中心市街地の空オフィス・店舗等を公営住宅等に転用して活用する。

(2)ストックマネジメントの取組状況

前章に述べたように、老朽化した公営住宅の建替は既に 1960 年代から、狭小な公営住宅の住戸改

善（増改築）は 1970 年代から行われてきている。その後、地域におけるまちづくりの観点からの住宅スト

ックの活用や、大量の公営住宅ストックの計画的更新・居住水準向上を図る観点からの取り組みが始ま

っている。

前者の観点では、1986 年創設の大規模公営住宅再生プロジェクトから 1989 年の公共賃貸住宅総

合再生事業にいたる流れがあり、①地域全体でのストック活用と総合的再生、②バランスのとれた地域

社会の形成、③公共賃貸住宅間の連携、を目指して計画的取組が行われた。後者の観点からは既設

公営住宅活用計画及び建替 10 箇年戦略などの試みがある。1977 年の既設公営住宅活用計画の策

定作業は、同年創設の既設公営住宅改善事業と関連して行われたもので、各団地についてその居住

水準や都市計画上の位置づけなどを把握した上で活用の方針（建替・改善・現状活用・用途廃止）を

定め、これらを記録した活用台帳を作成することを内容としたものである。1992 年に打ち出された建替
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10 箇年戦略は、事業主体において建替事業をより計画的に推進するとともに、必要に応じて事業主体

間の連携を図ることを目的とし、①建替戸数の目標量、②建替事業の実施に当たっての基本方針の設

定、③建替事業を重点的に推進すべき団地（建替重点団地）の指定、を内容とする建替促進計画を定

めることとした。

2000 年度に創設された「公営住宅ストック総合活用計画」は、こうした一連の経過及び社会情勢に

立脚したものである。各事業主体が管理する公営住宅の実状（管理戸数、居住水準、居住者の状況、

団地属性、従来の取り組み等）と需要（地域における将来人口、空家・応募の状況、所得水準等）を踏

まえ、既設公営住宅のストック活用の目標、整備すべき戸数目標（ストック活用戸数と新規整備戸数）、

整備水準の目標（ストック活用手法別の整備水準の目標）を設定し、これに基づいて、原則として 1990

年度以前の予算により整備された既設公営住宅（団地）の全てを対象とし、原則 10 年の計画期間（前

期・後期５年ごとに区分し、計画内容は最低５年ごとに見直しを行う）におけるその活用手法（建替・全

面的改善、個別改善・用途廃止等）を定め、ストックの整備を総合的に行うものである。

(3)公営住宅のストックマネジメントに係る課題

1970 年代に管理開始された耐用年数の２分の１を経過したストックが増大する一方で、地方公共団

体の財政状況が厳しくなるなどの理由により、今後、築後年数の相当経過したストックの全てを建替え

により更新していくことは困難な状況にある。このため、以上に整理したように、2000 年度に「ストック総

合活用計画」および「全面的改善事業」が創設され、各事業主体が、建替え事業を採用するか、建替

えによらない改善事業（全面的改善事業、個別改善事業）等を採用するかを各団地の住棟ごとに判断

し、建替えの事業を調整する取り組みが行われている。

しかしながら、ストックの総合的な活用計画を図る観点からは、

① ストック全体のトータルな性能を十分に考慮した総合的な活用手法、

② 個別改善実施を効率的に評価・判断する仕組み、

③ まちづくり等の視点からの公営住宅ストックの立地の適正化、

④ 団地の空間構成やコミュニティ構成の整備といった団地再生の視点からの団地単位での事業性評

価の視点、

等についての課題が残る一方、全面的改善事業の実施の観点からは

① 全面的改善事業と建替事業との費用対効果（Ｂ／Ｃ）の適切な比較検討、

② 地球環境負荷の軽減など多様な観点から改善効果を測定する仕組みの構築、

等についての課題が残っている。
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表２－６－２ 公営住宅ストック活用計画

２－７． 各分野・施設のストックマネジメントの現状整理

これまでにみたように、住宅・社会資本ストックの維持管理及び更新の内容は、対象の分野及び施

設により様々であるが、維持管理の内容とストックマネジメントの現状、利用者および管理者側からみた

観点、ストックマネジメントに用いられる指標等を概括的に整理すると表２－７－１ のようになる。また、

維持管理に係る補助・事業制度の現況をまとめたものが表２－７－２ となるが、近年充実の方向にあ

る。

○公営住宅ストック総合活用計画

＜ストック活用の具体的方策＞

○個別改善

①規模増改善

②住戸改善

③共用部分改善

④屋外・外構改善

○全面的改善

（トータル

リモデル）

○維持

保全

○ その 他

（用途廃

止等）

①公営住宅の概況と需要

・ 公営住宅の概況（管理戸数、居住水準、居住者の状況、団地属性、従来の取り組み等）

・ 地域における公営住宅の需要（将来人口、空家・応募の状況、所得水準等）

②ストック活用の基本方針

・ 基本理念・目標（居住水準の向上、高齢者等への対応、土地の有効利用、安全性の向上、

居住環境の整備、環境・資源問題への対応、情報化対応等）

・ 目標とするストック戸数（ストック活用戸数＋新規整備戸数）

・ 整備水準の目標（ストック活用手法別の整備水準の目標）

③ストック活用手法の選定方針

・ 手法の選定フロー（団地、住棟、住戸の現状に基づき、適用する手法の選定に至る考え方）

・ 手法の選定基準（適用する手法を選定する際に、団地、住棟、住戸の現状を評価する基準）

【計画的改善】

○建替
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ラ
ン

テ
ィ

ア
や

N
P
O

と
の

連
携

、
P
F
I

等
の

実
施

に
よ

る
費

用
負

担
軽

減
化

美
観

災
害

時
の

安
全

性
、

環
境

機
能

維
持

、
環

境
指

標
設

定
に

至
っ

て
い

な
い

排
水

機
場

等
の

機
械

設
備

の
維

持
管

理
方

法

堤
体

点
検

、
維

持
補

修

貯
水

池
浚

渫
、

清
掃

ダ
ム

機
械

設
備

運
転

、
維

持
修

繕

L
C

C
の

検
討

は
本

格
化

さ
れ

て
い

な
い

構
造

物
や

設
備

機
器

毎
の

検
査

実
施

健
全

度
評

価
手

法
が

研
究

段
階

災
害

時
の

安
全

性
、

環
境

機
能

維
持

、
環

境
指

標
設

定
に

至
っ

て
い

な
い

ダ
ム

全
体

の
健

全
度

評
価

お
よ

び
優

先
度

評
価

補
助

ダ
ム

の
管

理
（
費

用
・

技
術

者
の

不
足

）
貯

水
池

、
機

械
設

備
の

維
持

管
理

公
共

建
築

官
庁

建
築

マ
ニ

ュ
ア

ル
類

の
整

備
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
シ

ス
テ

ム
の

構
築

P
F
I
等

実
施

に
よ

る
費

用
負

担
軽

減
化

機
能

維
持

、
耐

震
補

強
、

環
境

耐
用

年
数

建
築

物

公
営

住
宅

維
持

補
修

、
改

修
建

替
、

増
改

築
転

用
、

用
途

廃
止

公
営

住
宅

ス
ト

ッ
ク

総
合

活
用

計
画

の
制

度
化

居
住

・
執

務
の

快
適

性
、

バ
リ

ア
フ

リ
ー

災
害

時
の

安
全

性 美
観

耐
震

補
強

、
環

境 家
賃

徴
収

法
定

建
替

え
年

限
住

戸
面

積

既
存

ス
ト
ッ

ク
の

有
効

利
用

社
会

的
陳

腐
化

へ
の

対
応
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表
２

－
７

－
２

住
宅

・社
会

資
本

の
維

持
管

理
に

係
る

補
助

・
事

業
制

度
の

現
況

整
理

[出
典

]国
土

交
通

政
策

研
究

会
編

「2
00

4
国

土
交

通
行

政
ハ

ン
ド

ブ
ッ

ク
」大

成
出

版
会

（2
00

4.
12

）、
国

土
交

通
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

（h
tt
p:

//
w
w
w
.m

lit
.g

o.
jp

/）

維
持

修
繕

事
業

（道
路

法
第

42
条

等
）

分
野

：道
路

主
体

供
用

延
長

(1
)橋

梁
補

修
(2

)道
路

災
害

防
除

事
業

(3
)沖

縄
潰

地
事

業

補
助

率

(純
内

地
)

H
16

年
度

当
初

事
業

費

一
般

国
道

／
指

定
区

間
国

す
べ

て
の

補
修

工
事

に
関

す
る

も
の

維
持

管
理

の
全

て
の

事
項

5.
5/

10
2,

62
2

億
円

一
般

国
道

／
指

定
区

間
外

53
,8

66
km

永
久

橋
で

交
通

量
増

加
、

荷
重

増

大
、

老
朽

化
が

甚
だ

し
い

等
で

、
全

体
事

業
費

１
億

円
以

上
の

も
の

全
体

事
業

費
50

00

万
円

以
上

の
も

の

１
／

２
16

8
億

円

都
道

府
県

道

都
道

府
県

(政
令

市
)

12
8,

55
4k

m
全

体
事

業
費

60
00

万
円

以
上

の
も

の

１
／

２

市
町

村
道

市
町

村
98

7,
94

3k
m

永
久

橋
で

落
橋

の
お

そ
れ

が
あ

り
、

耐
荷

力
が

低
い

等
に

該
当

す
る

も
の

で
、

事
業

費
が

１
億

50
00

万
円

以
上

の
も

の

高
い

切
取

り
、

盛

土
、

ト
ン

ネ
ル

等

で
危

険
な

兆
候

を
き

た
し

、
交

通

に
著

し
い

支
障

を

及
ぼ

す
お

そ
れ

の
あ

る
も

の

事
業

費
20

00
万

円

以
上

の
も

の

沖
縄

の
特

殊
事

情
に

よ
り

未

買
収

と
な

っ
て

い
る

道
路

敷

地
の

買
収

及
び

賃
借

１
／

２
56

億
円

注
) 

平
成

16
年

度
道

路
関

係
予

算
：5

1,
28

2
億

円
（う

ち
維

持
管

理
は

2,
84

6
億

円
で

、
全

体
の

約
5.

5％
）

事
業

の
種

類
分

野
：下

水
道

主
体

供
用

延
長

下
水

道
の

維
持

修
繕

事
業

(参
考

)下
水

道
整

備
に

係
る

国
庫

補
助

事
業

H
16

年
度

当
初

事
業

費

公
共

下
水

道
市

町
村

68
,0

31
km

公
共

下
水

道
事

業
に

よ
り
、

管
渠

や
終

末
処

理
場

の
用

地
買

収
・ポ

ン
プ

場

等
は

１
／

２
、

終
末

処
理

場
の

処
理

施
設

等
は

5.
5／

10
の

補
助

が
あ

る

流
域

下
水

道
都

道
府

県
8,

77
3k

m
流

域
下

水
道

事
業

に
よ

り
、

管
渠

や
終

末
処

理
場

の
用

地
買

収
・ポ

ン
プ

場

等
は

１
／

２
、

処
理

施
設

等
は

２
／

３
の

補
助

が
あ

る

都
市

下
水

路
市

町
村

1,
71

9k
m

下
水

道
の

維
持

管
理

費
用

の
う
ち

、
雨

水
に

係

る
部

分
に

つ
い

て
は

公
費

（都
道

府
県

又
は

市

町
村

）で
、

汚
水

に
係

る
部

分
に

つ
い

て
は

原

則
と

し
て

私
費

（下
水

道
使

用
料

）で
賄

う
。

た
だ

し
、

汚
泥

処
理

施
設

の
維

持
管

理
に

つ
い

て
は

国
庫

補
助

の
制

度
が

あ
る

。

都
市

下
水

路
事

業
に

よ
り
、

４
／

１
０
の

補
助

が
あ

る

下
水

道
の

維

持
管

理
費

用

は
地

方
公

共

団
体

が
負

担
し

て
い

る
た

め
不

明
。

注
) 

平
成

16
年

度
下

水
道

関
係

予
算

：1
5,

24
7

億
円

（う
ち

維
持

管
理

は
、

ほ
ぼ

０
円

）

事
業

の
種

類
分

野
：河

川
主

体
河

川
延

長
河

川
の

維
持

修
繕

に
関

す
る

事
業

H
16

年
度

当
初

事
業

費

一
級

河
川

／
大

臣
管

理
区

間
国

10
,5

14
km

直
轄

河
川

維
持

修
繕

事
業

に
よ

り
、

河
川

管
理

施
設

の
維

持
、

護
岸

等
の

修
繕

、
河

道
内

の
埋

立
土

砂
の

除
去

等
を

行
う
こ

と
が

で
き

る
（負

担
率

：5
.5

／
10

）
1,

02
1

億
円

一
級

河
川

／
指

定
区

間
都

道
府

県
77

,0
45

km
河

川
修

繕
事

業
に

よ
り
、
河

川
管

理
施

設
（堤

防
、

護
岸

、
堰

、
水

門
、

排
水

機
場

な
ど

）の
維

持
修

繕
、
河

道
内

の
埋

立
土

砂
の

除
63

億
円
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二
級

河
川

(政
令

市
)

35
,9

61
km

去
等

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
（補

助
率

：１
／

３
）。

な
お

、
治

水
上

ネ
ッ

ク
と

な
る

橋
梁

に
つ

い
て

は
鉄

道
橋

・道
路

橋
緊

急
対

策
事

業

に
よ

り
改

築
す

る
こ

と
が

で
き

る
（２

／
３
、
大

規
模

な
も

の
は

７
／

10
）

準
用

河
川

市
町

村
20

,0
01

km
準

用
河

川
の

維
持

修
繕

に
つ

い
て

は
、

河
川

管
理

者
で

あ
る

市
町

村
が

当
該

費
用

を
担

う
。

な
お

、
河

川
改

修
に

つ
い

て
は

統
合

準
用

河
川

改
修

事
業

に
よ

り
１
／

３
の

国
庫

補
助

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

－

注
) 

平
成

16
年

度
河

川
関

係
予

算
：1

6,
23

5
億

円
（う

ち
維

持
管

理
は

1,
08

4
億

円
で

、
全

体
の

約
6.

7％
）

事
業

の
種

類
分

野
：港

湾
主

体
港

湾
数

港
湾

の
維

持
修

繕
に

関
す

る
事

業

H
16

年
度

当
初

事
業

費

特
定

重
要

港
湾

２
３

重
要

港
湾

１
０
５

地
方

港
湾

都
道

府
県

,

市
町

村
,

一
部

事
務

組
合

等
９
５
６

港
湾

整
備

事
業

に
よ

り
、

国
及

び
港

湾
管

理
者

が
水

域
施

設
（航

路
、

泊
地

等
）、

外
郭

施
設

（防
波

堤
、

護
岸

等
）、

係
留

施
設

（岸
壁

、
物

揚
場

）、
臨

海
交

通
施

設
（道

路
、

橋
梁

等
）の

建
設

及
び

改
良

に
関

す
る

港
湾

工
事

を
行

う
（補

助
率

：２
／

３
、

5.
5／

１
０
、
５
／

１
０
、
４
／

１
０
）。

4,
74

5
億

円

の
内

数

注
) 

平
成

16
年

度
港

湾
関

係
予

算
：8

,4
02

億
円

（う
ち

維
持

管
理

は
平

成
15

年
度

実
績

で
約

19
％

［国
総

研
調

べ
］）

事
業

の
種

類
分

野
：官

庁
営

繕
主

体
施

設
数

官
庁

の
維

持
修

繕
に

関
す

る
事

業

H
16

年
度

当
初

事
業

費

中
央

官
庁

庁
舎

合
同

庁
舎

一
般

庁
舎

そ
の

他

国

約
91

00
万

[㎡
]

官
庁

営
繕

（新
築

及
び

維
持

管
理

等
）は

、
一

般
会

計
「官

庁
営

繕
費

([
H

16
]2

42
億

円
)」

と
特

定
固

有
財

産
整

備
特

別
会

計
「特

定
固

有
財

産
整

備
費

（[
H

16
]2

1
億

円
）」

に
よ

り
賄

わ
れ

て
い

る
。
現

在
の

官
庁

施
設

ス
ト
ッ

ク
は

約
91

00
万

㎡
で

あ
り
、

う
ち

築
30

年
以

上
の

施
設

が
全

体
の

約
33

％
を

占
め

る
こ

と
よ

り
、

ス
ト
ッ

ク
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
施

策
（官

庁
営

繕
の

ス
ト
ッ

ク
重

視
型

施
策

）へ
の

重
点

的
な

取
組

み
が

な
さ

れ
て

き
て

い
る

。

26
3

億
円

の
内

数

注
) 

平
成

16
年

度
官

庁
営

繕
関

係
予

算
：2

65
億

円

事
業

の
種

類
分

野
：公

営
住

宅
主

体
施

設
数

公
営

住
宅

の
維

持
修

繕
に

関
す

る
事

業

H
16

年
度

当
初

事
業

費

公
団

等
公

共
住

宅
公

団
等

県
営

住
宅

都
道

府
県

市
営

住
宅

市
町

村

約
21

7
万

[戸
]

公
営

住
宅

ス
ト
ッ

ク
の

実
状

を
踏

ま
え

た
ス

ト
ッ

ク
の

効
率

的
か

つ
総

合
的

な
活

用
に

つ
い

て
は

、
耐

久
性

の
確

認
さ

れ
た

構
造

躯

体
を

有
効

活
用

し
つ

つ
内

装
や

設
備

を
全

面
的

に
改

善
す

る
「全

面
的

改
善

（ト
ー

タ
ル

リ
モ

デ
ル

）事
業

」が
平

成
12

年
度

に
創

設
さ

れ
、

現
在

は
、
公

営
住

宅
等

建
設

事
業

費
（[

H
16

]5
17

0
億

円
）の

一
部

と
し

て
執

行
さ

れ
て

い
る

。

5,
17

0
億

円

の
内

数

注
) 

平
成

16
年

度
住

宅
関

係
予

算
：6

,9
32

億
円
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